
 

 

 

（注）下線部は国内法で定めている事項 

 

 

 

 
シンガポール 

（改正日星ＥＰＡ、関税暫定措置法第７条の７） 
メキシコ 

（日墨ＥＰＡ、関税暫定措置法第７条の７） 
マレーシア 

（日馬ＥＰＡ、関税暫定措置法第 7条の７） 
チリ 

（日チリＥＰＡ・関税暫定措置法第７条の７） 

発動要件 
 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的増加が重要な原因となって、国
内産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがあ
る場合で、国民経済上緊急に必要があると認めら
れるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的増加が重要な原因となって、国
内産業に重大な損害を与え、又は与えるそのおそ
れがある場合で、国民経済上緊急に必要があると
認められるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原因と
なって、国内産業に重大な損害を与え又は与える
おそれがある場合で、国民経済上緊急に必要があ
ると認められるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的増加が重要な原因となって、国
内産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがあ
る場合で、国民経済上緊急に必要があると認めら
れるとき 

措置内容 
 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は2007
年3月31日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のど
ちらか低い方までの関税引上げ 

・対象品目は改正議定書において譲許した品目の
み 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどち
らか低い方までの関税引上げ 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどち
らか低い方までの関税引上げ 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどち
らか低い方までの関税引上げ 

発動期間 原則２年以内、例外的に最長４年まで可能 原則３年以内、例外的に最長４年まで可能 原則４年以内、例外的に最長５年まで可能 原則３年以内、例外的に最長４年まで可能 

再発動制限 既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

暫定措置 
 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

調査手続 セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

調査（公示、利害関係者からの証拠収集等を含
む。）を行った後にのみ措置が可能。調査期間は
１年以内。ただし、例外的に18ヶ月以内まで可 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

補償のための
協議・通報 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、損害の認定、２カ国間セーフガー
ド及び暫定セーフガードの発動の際に相手国に
通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガード及び暫定セ
ーフガードの発動の際に相手国に通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの発動・延
長及び暫定セーフガードの発動の際に相手国に
通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの措置の発
動・延長・緩和、暫定セーフガードの発動及び
対抗措置の発動の際に相手国に通報する 

代償措置 実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

対抗措置 
 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、ただちに実質的に等価値の関税
による対抗措置が可能。ただし、国民経済に対す
る影響ができるだけ少ないものとするよう配慮す
る。 

発動後60日以内に補償について合意が得られない
場合、ただちに実質的に等価値の関税による対抗
措置が可能。ただし、国民経済に対する影響がで
きるだけ少ないものとするよう配慮する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、ただちに実質的に等価値の関税
による対抗措置が可能（当該措置が維持されてい
る期間に限る）。ただし、国民経済に対する影響
ができるだけ少ないものとするよう配慮する。 

対抗措置の禁
止期間（モラ
トリアム） 

規定なし 規定なし セーフガード措置が輸入の絶対量の増加の結果と
してとられたものであって、当該措置が協定に適
合している場合には、発動後18ヶ月が経過するま
では対抗措置を取ることができない。 

規定なし 

その他 見直し：2017年12月31日以後、必要に応じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当
の対象品目なし） 

見直し：協定発効後10年を経過した後、必要に応
じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止 

見直し：協定発効後10年を経過した後、必要に応
じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止 

見直し：協定発効後10年を経過した後、必要に応
じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当
の対象品目はあり） 

経済連携協定に基づくセーフガード制度の比較 



 

（注）下線部は国内法で定めている事項 

 

 
タイ 

（日タイＥＰＡ・関税暫定措置法第７条の７） 
インドネシア 

（日尼ＥＰＡ・関税暫定措置法第７条の７） 
ブルネイ 

(日ブルネイＥＰＡ・関税暫定措置法第７条の７） 
ＡＳＥＡＮ 

（日ＡＳＥＡＮ ＥＰＡ・関税暫定措置法第７条の７） 

発動要件 
 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が原因となっ
て、国内産業に重大な損害を与え又は与えるおそ
れがある場合で、国民経済上緊急に必要があると
認められるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原因と
なって、国内産業に重大な損害を与え又は与える
おそれがある場合で、国民経済上緊急に必要があ
ると認められるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的増加が重要な原因となって、国内
産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがある場
合で、国民経済上緊急に必要があると認められると
き 

当該協定に基づいて負う義務（関税の譲許を含む。）
の効果、又は事情の予見されなかった発展の結果によ
る輸入の絶対的又は相対的増加が原因となって、同種
の又は直接に競合する産品を生産する国内産業に重大
な損害を与え又は与えるおそれがある場合で、国民経
済上緊急に必要があると認められるとき 

措置内容 
 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどち
らか低い方までの関税引上げ 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどち
らか低い方までの関税引上げ 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定発
効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどちらか
低い方までの関税引上げ 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定発効
前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどちらか低い
方までの関税引上げ 

・ただし輸入少量のASEAN締約国からの原産品には不適
用。 

発動期間 原則３年以内、例外的に最長５年まで可能 原則４年以内、例外的に最長５年まで可能 
 

原則３年以内、例外的に最長４年まで可能 原則３年以内、例外的に最長４年まで可能 

再発動制限 既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の期
間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の期間
禁止（但し最低１年は発動不可） 

暫定措置 
 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事態
があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合で国
民経済上特に緊急に必要があると認められるときは
200 日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事態が
あり、重大な損害等の明白な証拠がある場合で国民経
済上特に緊急に必要があると認められるときは 200 日
以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

調査手続 セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は1年以内。ただ
し、例外的に18ヶ月以内まで可 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

セーフガード協定に定められた一般セーフガードに
係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った後に
のみ措置が可能。調査期間は１年以内 

セーフガード協定に定められた一般セーフガードに係
る調査手続と同様の手続に従い調査を行った後にのみ
措置が可能。調査期間は１年以内 

補償のための
協議・通報 

・セーフガード措置の発動直後に相手国と補償に
ついて協議を開始する 

・調査の開始、損害の認定、２カ国間セーフガー
ドの発動・延長、暫定セーフガードの発動及び
対抗措置の発動の際に相手国に通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの発動・延
長及び暫定セーフガードの発動の際に相手国に
通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につい
て協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの発動・延長
及び暫定セーフガードの発動の際に相手国に通報
する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償について
協議を開始する 

・調査の開始、損害の認定、２カ国間セーフガードの
発動・延長及び暫定セーフガードの発動の際に相手
国に通報する 

代償措置 実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に対
する影響ができるだけ少ないものとするよう配慮す
る。 

実質的に等価値の対応を譲許その他の義務について講
ずる。ただし、国民経済に対する影響ができるだけ少
ないものとするよう配慮する。 

対抗措置 
 

協議開始後30日以内に補償について合意が得られ
ない場合、実質的に等価値の関税による対抗措置
が可能（当該措置が維持されている期間に限
る）。ただし、国民経済に対する影響ができるだ
け少ないものとするよう配慮する。 
 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、ただちに実質的に等価値の関税
による対抗措置が可能（当該措置が維持されてい
る期間に限る）ただし、国民経済に対する影響が
できるだけ少ないものとするよう配慮する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が得
られない場合、ただちに実質的に等価値の関税によ
る対抗措置が可能。ただし、国民経済に対する影響
ができるだけ少ないものとするよう配慮する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が得ら
れない場合、実質的に等価値の関税による対抗措置が
可能（当該措置が維持されている期間に限る）。ただ
し、国民経済に対する影響ができるだけ少ないものと
するよう配慮する。 

対抗措置の禁
止期間（モラ
トリアム） 

セーフガード措置が、輸入の絶対的増加の結果と
してとられたものであって、当該措置が協定に適
合している場合には、発動後２年が経過するまで
は対抗措置を取ることができない。 

規定なし 規定なし セーフガード措置が、輸入の絶対的増加の結果として
とられたものであって、当該措置が協定に適合してい
る場合には、発動後２年が経過するまでは対抗措置を
取ることができない。 

その他 見直し：協定発効後15年を経過した後、必要に応
じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当
の対象品目はあり） 

見直し：協定発効後５年を経過した後、又は双方
が合意する場合に必要に応じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止 

見直し：協定発効５年を経過した後、必要に応じ行
う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当
の対象品目なし） 
 

見直し：協定発効後10年以内に行う。ただし、発効後
10年以内に撤廃しない場合は一般的な見直しのプロセ
ス（５年毎に開催）において行う 
関税割当枠内への発動：禁止（但し、現行協定上、関
税割当対象品目はなし。） 

経済連携協定に基づくセーフガード制度の比較 



 

（注）下線部は国内法で定めている事項 

 

 
フィリピン 

（日比ＥＰＡ、関税暫定措置法第７条の７） 
スイス 

（日スイスＥＰＡ・関税暫定措置法第７条の７） 
ベトナム 

（日越ＥＰＡ・関税暫定措置法第７条の７） 
インド 

（日インドＥＰＡ・関税暫定措置法第７条の７） 

発動要件 
 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原因と
なって、国内産業に重大な損害を与え又は与える
おそれがある場合で、国民経済上緊急に必要があ
ると認められるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原因と
なって、国内産業に重大な損害を与え又は与える
おそれがある場合で、国民経済上緊急に必要があ
ると認められるとき 

当該協定に基づいて負う義務（関税の譲許を含
む。）の効果、又は事情の予見されなかった発展
の結果による輸入の絶対的又は相対的増加が原因
となって、同種の又は直接に競合する産品を生産
する国内産業に重大な損害を与え、又は与えるお
それがある場合で、国民経済上緊急に必要がある
と認められるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原因と
なって、国内産業に重大な損害を与え又は与える
おそれがある場合で、国民経済上緊急に必要があ
ると認められるとき 

措置内容 
 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどち
らか低い方までの関税引上げ 

・ただし、協定発効から７年に限り、発動時にお
けるＭＦＮ（最恵国）税率までの関税引上げ 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどち
らか低い方までの関税引上げ 

 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどちら
か低い方までの関税引上げ 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のどちら
か低い方までの関税引上げ 

発動期間 
 

原則３年以内、例外的に最長４年まで可能 原則２年以内、例外的に最長３年まで可能 原則３年以内、例外的に最長４年まで可能 原則３年以内、例外的に最長５年まで可能 

再発動制限 既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

暫定措置 
 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは、200 日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは 200 日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは 200 日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

調査手続 セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

補償のための
協議・通報 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの発動・延
長及び暫定セーフガードの発動の際に相手国に
通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの発動・延
長及び暫定セーフガードの発動の際に相手国に
通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、損害の認定、２カ国間セーフガー
ドの発動・延長及び暫定セーフガードの発動の
際に相手国に通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの発動・延
長及び暫定セーフガードの発動の際に相手国に
通報する 

代償措置 実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の対応を譲許その他の義務につい
て講ずる。ただし、国民経済に対する影響ができ
るだけ少ないものとするよう配慮する。 

実質的に等価値の対応を譲許その他の義務につい
て講ずる。ただし、国民経済に対する影響ができ
るだけ少ないものとするよう配慮する。 

対抗措置 
 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。 

対抗措置の禁
止期間（モラ
トリアム） 

セーフガード措置が輸入の絶対量の増加の結果と
してとられたものであって、当該措置が協定に適
合している場合には、発動後1年が経過するまでは
対抗措置を取ることができない。 

規定なし セーフガード措置が、輸入の絶対的増加の結果と
してとられたものであって、当該措置が協定に適
合している場合には、発動後２年が経過するまで
は対抗措置を取ることができない。 

セーフガード措置が、輸入の絶対的増加の結果と
してとられたものであって、当該措置が協定に適
合している場合には、発動後２年が経過するまで
は対抗措置を取ることができない。必要であるこ
と等の証拠の提供を条件として１年間延長可能。 

その他 見直し：協定発効後10年を経過した後、必要に応
じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止 

見直し：協定発効後10年を経過した後、必要に応
じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止 

見直し：協定発効後10年以内 
関税割当枠内への発動：禁止 

見直し：協定発効後10年を経過した後、又は双方
が合意する場合はそれ以前に行う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当

の対象品目なし） 

経済連携協定に基づくセーフガード制度の比較 



 

 

 
ペルー 

（日ペルーＥＰＡ、関税暫定措置法第７条の７） 

オーストラリア 
（日豪ＥＰＡ、関税暫定措置法第７条の７） 

モンゴル 
（日モンゴルＥＰＡ、関税暫定措置法第７条の

７） 

          EU 
（日EU・EPA、関税暫定措置法第７条の７） 
 

発動要件 
 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的増加が重要な原因となって、国
内産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがあ
る場合で、国民経済上緊急に必要があると認めら
れるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原因と
なって、国内産業に重大な損害を与え又は与える
おそれがある場合で、国民経済上緊急に必要があ
ると認められるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原因と
なって、国内産業に重大な損害を与え又は与える
おそれがある場合で、国民経済上緊急に必要があ
ると認められるとき 

当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果によ
る、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原因と
なって、国内産業に対する重大な損害を与え又は
与えるおそれがある場合で、国民経済上緊急に必
要があると認められるとき 

措置内容 
 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率、両国の
譲許表における基準税率又は協定発効前日にお
けるＭＦＮ（最恵国）税率のいずれか低い方ま
での関税引上げ 

 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のいず
れか低い方までの関税引上げ 

 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のいず
れか低い方までの関税引上げ 

・ただし輸入少量の原産品には不適用 

・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協定
発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率のいず
れか低い方までの関税引上げ 

 

発動期間 
 

原則２年以内、例外的に最長３年まで可能 原則３年以内、例外的に最長４年まで可能 原則３年以内、例外的に最長６年まで可能 原則２年以内、例外的に最長４年まで可能 

再発動制限 既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間又は禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

既発動産品への再発動は従前の発動期間と同一の
期間禁止（但し最低１年は発動不可） 

暫定措置 
 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

遅延が回復し難い損害を与えるような危機的な事
態があり、重大な損害等の明白な証拠がある場合
で国民経済上特に緊急に必要があると認められる
ときは200日以内の暫定的な関税引上げ等が可能 

調査手続 セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は原則１年以内。
ただし、例外的に18ヶ月以内まで可 

セーフガード協定に定められた一般セーフガード
に係る調査手続と同様の手続に従い調査を行った
後にのみ措置が可能。調査期間は１年以内 

補償のための
協議・通報 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの発動・延
長、暫定セーフガードの発動及び対抗措置の
発動の際に相手国に通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、損害の認定、２カ国間セーフガー
ドの発動・延長・修正、暫定セーフガードの
発動及び対抗措置の発動の際に相手国に通報
する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、２カ国間セーフガードの発動・延
長及び暫定セーフガードの発動の際に相手国に
通報する 

・セーフガード措置の発動前に相手国と補償につ
いて協議を開始する 

・調査の開始、損害の認定、２か国間セーフガー
ドの発動・延長及び暫定セーフガードの発動の
際に相手国に通報する。 

代償措置 実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済に
対する影響ができるだけ少ないものとするよう配
慮する。 

対抗措置 
 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。措置の30日
前までに相手国に通報する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。措置の30日
前までに相手国に通報する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。 

事前の協議開始後30日以内に補償について合意が
得られない場合、実質的に等価値の関税による対
抗措置が可能（当該措置が維持されている期間に
限る）。ただし、国民経済に対する影響ができる
だけ少ないものとするよう配慮する。 

対抗措置の禁
止期間（モラ
トリアム） 

規定なし。 規定なし。 規定なし。 セーフガード措置が、輸入の絶対的増加の結果と
してとられたものであって、当該措置が協定に適
合している場合には、発動後２年が経過するまで
は対抗措置を取ることができない。 

その他 見直し：協定発効後10年を経過した後、又は双方
が合意する場合に必要に応じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当
の対象品目はあり） 

見直し：協定発効後10年目の年に必要に応じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当
の対象品目はあり） 
発動可能期間：協定発効から8年又は関税撤廃若
しくは関税引下げ完了後5年のいずれか長い期間 

見直し：協定発効後10年目の年に必要に応じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当
の対象品目はあり） 
 

見直し：協定発効後10年目の年、又は双方が合意
する場合に必要に応じ行う 
関税割当枠内への発動：禁止規定なし（関税割当
の対象品目はあり） 

経済連携協定に基づくセーフガード制度の比較 



  

       TPP11 

（CPTPP、関税暫定措置法第７条の７） 

発動要件 当該協定で定める関税の撤廃・引下げの結果に

よる、輸入の絶対的又は相対的増加が重要な原

因となって、国内産業に重大な損害を与え又は

与えるおそれがある場合で、国民経済上緊急に

必要があると認められるとき 

措置内容 ・関税の更なる段階的引下げの停止 
・発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率又は協
定発効前日におけるＭＦＮ（最恵国）税率の
いずれか低い方までの関税引上げ 

 

発動期間 原則２年以内、例外的に最長３年まで可能 

再発動制限 既発動産品への再発動は禁止 

暫定措置 規定なし 

調査手続 セーフガード協定に定められた一般セーフガー

ドに係る調査手続と同様の手続に従い調査を行

った後にのみ措置が可能。 

補償のため

の協議・通

報 

・セーフガード措置の発動後 30 日以内に補償

について協議の機会を与える。 

・調査の開始、損害の認定、２カ国間セーフガ

ードの発動・延長・修正、及び対抗措置の発

動の際に相手国に通報する 

代償措置 実質的に等価値の関税措置。ただし、国民経済
に対する影響ができるだけ少ないものとするよ
う配慮する。 

対抗措置 事前の協議開始後 30 日以内に補償について合

意が得られない場合、実質的に等価値の関税に

よる対抗措置が可能（当該措置が維持されてい

る期間に限る）。ただし、国民経済に対する影

響ができるだけ少ないものとするよう配慮す

る。 

対抗措置の
禁止期間
（モラトリ
アム） 

規定なし 

その他 発動可能期間：効力発生の日から三年間又は関
税の段階的な撤廃の期間のいずれか長い期間 

（注）下線部は国内法で定めている事項 


